
（改正前）第３条　（2) 団体会員　年　18,000円

→（改正案）第３条　（2) 団体会員　年　20,000円

（改正前）第４条　通常会員は，会費を前年12月末

日までに納めなければならない

→（改正案）第４条　通常会員は，会費を前年12月末

日までに納めなければならない．ただし，

会費の支払いを自動引き落としにより行

なっている場合は，当該年度の２月末日

までに引き落とすものとする．

第六号議案　平成18年度大会会長の件

平成18年度大会は，内野明徳氏を大会会長として開催

される．

17年度日本植物学会賞選考委員会―講評―

本年度の日本植物学会賞選考委員会は４月11日より選

考作業を開始し，主にメールにより意見交換したのち５

月21日（水）に東京で選考委員会を開催し，さらにメー

ルによる検討を加えて第２回日本植物学会賞を以下のよ

うに選考いたしました．

＜大賞＞

柴岡弘郎（大阪大学名誉教授）

「植物細胞の伸長方向の制御機構に関する研究」

＜学術賞＞

黒岩常祥（立教大学理学部生命理学科）

15

（植48）

第四号議案　平成18年度予算案


